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古
代
に
お
け
る
渡
海
禁
制
の
再
検
討

山

内

晋

次

i立

じ

め

一
O
世
紀
以
後
の
対
外
関
係
史
に
関
す
る
通
説
に
お
い
て
は
、
寛
平
六
（
八
九
四
）
年
の
遣
唐
使
途
絶
後
、
日
本
の
支
配
層
は
海
外

と
の
通
交
を
忌
避
す
る
傾
向
を
み
せ
は
じ
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
前
代
と
く
ら
べ
て
著
し
く
消
極
的
な
対
外
政
策
が
と
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
が
森
克
己
氏
の
見
解
で
あ
る
。
森
氏
は
、
「
退
嬰
的
」
・
「
自

己
封
鎖
的
」
・
「
鎖
国
的
」
と
い
う
語
を
も
っ
て
当
時
の
対
外
政
策
を
総
括
し
、
こ
と
に
寛
平
期
の
直
後
の
延
喜
期
（
九
O
一
1
九
二

一
二
〉
に
い
く
つ
か
の
重
要
な
「
鎖
国
的
」
政
策
が
制
定
・
確
立
さ
れ
た
と
し
て
、
こ
の
時
期
を
古
代
対
外
関
係
史
上
の
画
期
的
転
換
点

と
と
ら
え
て
い
る
。
本
稿
で
検
討
し
よ
う
と
す
る
一
般
個
人
の
海
外
渡
航
を
禁
止
す
る
と
い
う
制
度
も
、
以
上
の
よ
う
な
森
氏
の
図
式

に
お
い
て
は
、
遣
唐
使
と
い
う
「
公
的
」
交
通
さ
え
も
停
止
さ
れ
る
程
に
「
退
嬰
的
」
な
対
外
政
策
の
な
か
で
は
、
当
然
の
結
果
と
し

て
「
私
的
」
交
通
も
厳
禁
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
推
論
に
も
と
づ
い
て
、
先
に
述
べ
た
延
喜
の
「
鎖
国
」
政
策
の
重
要
な
柱
の
一

（

1
）
 

っ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
渡
海
の
禁
令
に
関
す
る
森
氏
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
夙
く
戦
前
に
お
い
て
発
表
さ
れ
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た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
現
在
ま
で
の
問
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
再
検
討
を
試
み
た
も
の
は
な
く
、
ま
た
渡
海
の
禁
令
自
体
に
関

す
る
新
た
な
分
析
も
み
あ
た
ら
な
い
。
最
近
の
概
説
的
論
文
に
お
い
て
も
、
渡
海
の
禁
令
に
関
し
て
は
、
こ
の
森
氏
の
理
解
が
踏
襲
さ

（

2
）
 

れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
通
説
と
さ
れ
て
い
る
森
説
に
お
い
て
さ
え
、
先
述
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
も
状
況
論
的
に
そ
の
制
度
の
延
喜
期

に
お
け
る
制
定
を
推
定
す
る
の
み
で
、

よ
り
一
層
具
体
的
な
制
定
時
や
、
そ
れ
が
い
か
な
る
種
類
の
法
令
と
し
て
発
布
さ
れ
た
の
か
と

い
う
点
や
、
そ
の
法
令
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
条
文
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
な
ど
に
関
し
て
は
、
何
ら
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

の
よ
う
に
渡
海
の
禁
制
の
実
体
に
つ
い
て
は
、

い
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
対
外
関
係
史
上
に
お
け
る
そ
の
制
度

の
位
置
づ
け
等
に
関
し
て
、
森
説
を
通
説
と
し
て
素
直
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
は
、
私
と
し
て
は
大
き
な
抵
抗
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
森
氏
が
提
示
し
た
渡
海
の
禁
制
関
係
の
史
料
を
逐
一
吟
味
し
て
氏
の
所
説
を
批
判
的
に
検
討
し
、

つ
い
で
、
従
来
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
制
度
を
考
え
る
う
え
で
重
要
と
思
わ
れ
る
新
た
な
史
料
を
示
し
、
そ
れ
に
考
察
を
加
え

つ
つ
私
な
り
に
少
し
で
も
渡
海
の
禁
制
の
実
体
に
迫
っ
て
み
た
い
。

森
克
己
説
の
再
検
討

ま
ず
、
森
氏
に
お
い
て
、
延
喜
期
に
「
個
人
の
海
外
交
通
禁
止
」
方
針
が
決
定
さ
れ
た
証
拠
史
料
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
を

た
だ
ち
に
「
海
外
渡
航
禁
止
」
令
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
、
氏
自
身
い
ま
ひ
と
つ
臨
時
膳
が
み
ら
れ
る
以
下
の
四
史
料
か
ら
検
討
し
ょ

う



＠
川
『
扶
桑
略
記
』
延
長
七
ハ
九
二
九
〉
年
五
月
一
一
一
日
条
・
大
宰
府
牒

（
略
）
人
臣
無
私
、
何
有
途
境
之
好
、
故
猿
存
交
通
、
春
秋
遺
加
毘
之
誠
〈
略
）

ω同
書
・
同
日
条
・
大
弐
書
状

納
貢
之
礼
、
蕃
王
所
勤
（
略
〉
所
贈
方
奇
、
不
敢
依
領
、
人
臣
之
義
、
己
無
外
交
云
々

古代における渡海禁制の再検討

⑥
『
本
朝
文
粋
』
巻
七
・
為
清
慎
公
報
呉
越
王
室
百

（
略
）
又
所
恵
土
宜
、
有
樺
容
納
、
既
恐
交
於
境
外
〈
略
）
〔
天
暦
元
（
九
四
七
）
年
間
七
月
〕

＠
同
書
・
巻
七
・
為
丞
相
贈
大
唐
呉
越
公
書
状

（
略
）
抑
人
臣
之
道
、
交
不
出
境
、
錦
椅
珍
貨
、
奈
国
憲
何
（
略
）
〔
天
暦
七
〈
九
五
三
〉
年
）

＠

ω・
同
は
、
新
羅
全
州
王
甑
萱
よ
り
の
二
度
目
の
通
交
要
求
に
対
し
て
、
朝
廷
と
し
て
は
交
轄
を
拒
絶
す
る
旨
大
宰
府
を
し
て
甑

萱
あ
て
に
発
給
せ
し
め
た
牒
、
お
よ
び
大
弐
よ
り
彼
に
あ
て
た
書
状
で
あ
る
。
⑥
は
、
当
時
中
国
の
漸
江
地
方
に
勢
力
を
張
っ
て
い
た

呉
越
国
王
よ
り
の
書
信
に
対
し
て
、
と
き
の
左
大
臣
藤
原
実
頼
が
遣
わ
し
た
返
書
で
あ
る
。
＠
も
ま
た
同
様
に
、
呉
越
国
王
よ
り
の
重

ね
て
の
通
信
に
対
し
て
、
右
大
臣
藤
原
師
輔
が
贈
っ
た
返
書
で
あ
る
。

（

3）
 

森
氏
は
、
こ
れ
ら
四
史
料
を
「
外
交
辞
令
的
空
虚
な
響
き
が
多
少
感
じ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
評
し
て
、
こ
れ
ら
と
渡
海
の
禁

制
と
の
関
係
を
、
先
述
の
よ
う
に
非
常
に
あ
い
ま
い
な
か
た
ち
で
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
ま
さ
に
こ
の
言
葉
に
は
、
こ
れ

ら
四
史
料
の
性
格
に
関
す
る
森
氏
の
誤
解
が
、
象
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
現
萱
・

67 

呉
越
王
と
い
う
、
形
式
上
あ
く
ま
で
も
新
羅
の
陪
臣
・
唐
の
陪
臣
と
し
て
し
か
認
め
ら
れ
な
い
者
の
通
突
要
求
に
対
し
て
、
『
続
日
本
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後
記
』
承
和
七
（
八
四

O
）
年
一
二
月
己
巳
条
に
も
み
え
る
「
人
臣
無
境
外
之
交
」
と
い
う
古
代
の
伝
統
的
外
交
論
理
に
従
っ
て
、
朝

（

4
）
 

廷
お
よ
び
両
大
臣
が
交
聴
を
拒
否
し
た
史
料
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
当
時
王
権
の
重
要
な
一
部
分
で
あ
っ
た
外
交

権
の
行
使
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
性
格
の
史
料
を
も
っ
て
、

一
般
庶
民
ま
で
を
対
象

ル「レ、

お
そ
ら
く
は
軍
事
・
警
察
的
意
味
あ
い
を
強
く
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
海
外
渡
航
禁
令
の
存
在
を
証
明
す
る
の
は
、
全
く
不
可

能
な
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
森
氏
は
、
君
主
間
・
為
政
者
聞
の
み
で
行
な
わ
れ
る
外
突
と
、
そ
れ
以
外
の
一
般
民
衆

が
行
な
う
海
外
往
来
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
件
の
四
史
料
に
関
し
て
上
述
の
よ
う
に
あ
い
ま
い
な
説
明
し
か
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
「
個
人
の
海
外
交
通
禁
止
」
方
針
が
延
喜
に
な
っ
て
は
じ
め
て
決
定
さ
れ
た
こ
と
は
証
明
で
き

る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
も
ま
た
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
史
料
中
に
み
え
る
通
交
拒
否
の
事
態
は
、
森
氏
の
考
え
る
よ
う
な
新
方

針
の
結
果
で
は
な
く
、
先
述
の
よ
う
に
そ
れ
以
前
か
ら
の
伝
統
的
外
交
論
理
に
従
っ
た
結
果
な
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
以
上

四
史
料
は
、
森
氏
の
主
張
を
証
明
す
る
材
料
と
は
な
り
え
な
い
。

次
に
、
森
氏
が
、
渡
海
禁
令
存
在
の
決
定
的
証
左
と
す
る
二
つ
の
事
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

④
寛
徳
二
（
一

O
四
五
）
年
の
清
原
守
武
ら
の
入
宋
事
件

こ
の
事
例
の
関
係
史
料
と
し
て
は
、
以
下
の
四
史
料
が
知
ら
れ
る
。

ω
『
百
錬
抄
』
寛
徳
二
年
八
月
二
九
日
条

諸
卿
定
申
法
家
勘
申
筑
前
国
住
人
清
原
守
武
入
唐
事



仰
向
書
・
永
承
二
（
一

O
四
七
〉
年
一
二
月
二
四
日
条

渡
唐
者
清
原
守
武
配
流
佐
渡
園
、
同
類
五
人
可
浴
徒
（
「
三
」
欠
カ
）
年
之
由
被
宜
下
、
件
守
武
、
大
宰
府
召
進
之
、
於
貨
物
者
納

官
厨
家

倒
『
扶
桑
略
記
』
永
承
二
年
二
一
月
二
四
日
条

渡
唐
者
清
原
守
武
配
流
佐
渡
国

古代における渡海禁制の再検討

制
『
西
宮
記
』
巻
一
二
・
臨
時
着
欽
例

ハ
略
）
宗
金
記
云
、
永
承
二
年
十
二
月
廿
四
日
、
今
日
渡
唐
犯
人
之
首
、
清
原
守
武
配
流
佐
渡
国
、
領
送
使
左
衛
門
府
生
秦
成

日
下
サ

信
、
府
掌
早
部
信
近
等
也
、
但
有
可
着
欽
云
々
、
仰
乗
馬
並
持
弓
胡
館
参
本
府
、
是
則
於
左
獄
門
前
可
行
之
故
也
、
而
依
大
殿
令

奏
給
、
被
免
着
欽
、
又
類
門
五
人
任
勘
文
、
可
徒
三
年
宣
旨
同
下
了
、
然
而
依
殿
下
仰
不
令
着
欽
、
只
禁
獄
計
也

川
で
は
、
筑
前
国
住
人
清
原
守
武
の
入
唐
（
宋
）
に
関
す
る
法
家
の
勘
文
を
、
，
公
卿
が
議
定
し
て
い
る
。
倒
・
倒
・
制
は
、
渡
唐
者

清
原
守
武
ら
に
対
す
る
処
罰
記
事
で
あ
る
。

ωに
よ
れ
ば
、
清
原
守
武
は
佐
渡
国
へ
配
流
（
H
H
遠
流
〉
さ
れ
、
同
類
五
人
は
徒
刑
に
処

せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
守
武
ら
は
大
宰
府
に
よ
り
中
央
へ
送
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
没
収
さ
れ
た
貨
物
（
輸

入
物
貨
か
〉
は
、
官
の
厨
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
幽
に
お
い
て
も
、
渡
唐
者
守
武
は
佐
渡
国
配
流
と
記
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
刷
に
よ

れ
ば
、
守
武
は
渡
唐
犯
人
一
味
の
首
犯
と
し
て
佐
渡
配
流
の
刑
、
そ
の
類
門
五
人
は
徒
三
年
の
刑
が
そ
れ
ぞ
れ
決
定
さ
れ
、
宣
旨
の
下

知
に
よ
っ
て
刑
が
執
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
刑
の
重
さ
か
ら
し
て
、
彼
ら
は
あ
る
程
度
重
大
な
罪
を
犯
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な

69 

お
こ
の
執
行
の
際
に
は
、
特
別
の
は
か
ら
い
と
し
て
着
鉱
を
免
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
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ω
1制
の
史
料
か
ら
は
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
し
か
し
私
に
は
、
森
氏
が
主
張
す
る
よ
う
な
海
外
渡
航
禁
令
の
確

実
な
存
在
を
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
史
料
中
に
は
「
清
原
守
武
入
唐
事
」
・
「
渡
唐
者
清
原
守
武
」
・
「
渡
唐
犯
人
之

首
清
原
守
武
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
守
武
ら
が
宋
ヘ
渡
っ
た
（
も
し
く
は
渡
ろ
う
と
し
た
）
こ
と
は
事
実
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
み
え
る
「
入
唐
」
・
「
渡
唐
」
と
い
う
行
為
自
体
が
直
接
法
に
触
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
こ
の
「
入
唐
」
・

「
渡
唐
」
行
為
に
付
随
す
る
何
か
他
の
行
為
に
よ
り
処
罰
を
受
け
た
の
か
、
こ
れ
ら
の
表
記
の
み
で
は
判
然
と
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
と
す
れ
ば
、
森
氏
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
み
か
ら
た
だ
ち
に
、
渡
海
の
禁
令
が
確
実
に
存
在
し
て
お
り
、
彼
ら
は
そ
れ
に

触
れ
た
た
め
に
処
罰
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
の
は
、
危
険
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
り
に
、
彼
ら
の
「
渡
唐
」
行
為

自
体
が
渡
海
禁
令
に
触
れ
て
処
罰
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
四
史
料
か
ら
は
、
森
氏
の
も
う
一
つ
の
主
張
で
あ
る
延
喜

制
定
説
な
ど
、
全
く
成
立
す
る
余
地
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（

5
）
 

＠
寛
治
六
（
一

O
九
二
）
年
の
大
宰
府
権
帥
藤
原
伊
一
一
ら
の
契
丹
遣
使
事
件

こ
の
事
件
が
史
料
上
に
初
め
て
現
わ
れ
て
く
る
の
は
、
『
百
錬
抄
』
寛
治
六
年
六
月
二
七
日
条
の
「
諸
卿
定
申
本
朝
商
客
渡
契
丹
事
」

と
い
う
記
事
で
あ
る
。
『
中
右
記
』
同
日
条
に
は
、
「
有
陣
定
、
是
大
宰
府
解
状
也
、
唐
人
隆
理
為
商
客
初
通
契
丹
国
之
路
、
銀
宝
貨
等

持
来
、

子
細
見
解
状
」
と
、
契
丹
を
経
由
し
て
来
航
し
た
宋
商
客
の
こ
と
が
み
え
て
お
り
、

『
百
錬
抄
』
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
日
本

商
人
の
契
丹
渡
航
は
、
こ
の
大
宰
府
解
文
で
判
明
し
、
陣
定
の
場
で
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

『
遼
史
』
道
宗
本
紀
・
大

安
七
（
一

O
九
二
年
九
月
己
亥
条
に
は
、

「
日
本
国
遺
鄭
元
鄭
心
及
僧
応
範
等
二
十
八
人
来
貢
」
と
あ
り
、
朝
廷
で
渡
契
丹
商
人
の

こ
と
が
問
題
と
さ
れ
た
寛
治
六
年
の
前
年
に
、
日
本
人
が
（
お
そ
ら
く
は
鄭
元
・
鄭
心
と
い
う
宋
商
人
の
先
導
に
よ
り
）
遼
に
至
っ
て

い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
名
前
の
み
え
る
「
僧
応
範
」
は
、
後
に
述
べ
る
「
僧
明
範
」
の
誤
記
と
考
え
て



さ
し
っ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
後
、
『
中
右
記
』
寛
治
六
年
九
月
一
一
一
一
日
条
に
は
、
契
丹
に
渡
っ
た
商
人
僧
明
範
が
、
左
衛
府
に
お
い
て
検
非
違
使
等
の
勘

こ
こ
に
お
い
て
明
範
は
、
「
件
明
範
越
立
趣
契
丹
国
、
経
数
月
帰
朝
、
所
随
身
之
宝
貨
多
」
・
「
僧
明

聞
を
う
け
た
こ
と
が
み
与
え
る
。

範
多
以
兵
具
売
却
金
銀
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
年
一

O
月
二
二
日
に
は
、
事
件
の
真
相
究
明
の
た
め
に
、
さ
ら
に
明
範
を
拷

古代における渡海禁制の再検討

間
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
明
範
の
陳
詞
を
も
っ
て
前
権
帥
藤
原
伊
一
房
一
〈
寛
治
六
年
七
月
に
権
帥
を
辞
し
、
当
時
は
在
京
）
に
問
う
べ
き

（

6）
 

か
が
、
陣
定
の
場
で
議
さ
れ
て
い
る
。
翌
寛
治
七
三

O
九
三
）
年
に
な
る
と
、
二
月
一
九
日
に
は
、
拷
訊
を
受
け
て
い
た
明
範
が
、

（

7
）

（

8
）
 

前
権
帥
藤
原
伊
房
の
使
と
し
て
契
丹
に
渡
っ
た
こ
と
を
自
白
し
、
一
二
月
一
一
一
日
に
は
重
ね
て
議
定
が
行
な
わ
れ
、
一

O
月
一
五
日
に

（

9〉

は
、
対
馬
守
藤
原
敦
輔
を
召
し
て
事
件
の
経
緯
を
問
う
べ
き
旨
が
話
し
合
わ
れ
て
い
る
。
翌
寛
治
八
（
一

O
九
四
）
年
に
な
っ
て
も
、

（

却

〉

（

日

）

（

辺

）

（

日

）

二
月
二
九
日
・
三
月
六
日
・
五
月
三
日
・
五
月
一
四
日
と
議
定
が
く
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
五
月
二
五
日
に
な
っ
て
や
っ
と
、
法

家
の
勘
状
に
し
た
が
い
、
前
権
帥
藤
原
伊
房
は
正
二
位
よ
り
一
階
を
降
し
て
従
二
位
と
し
、
同
時
に
中
納
言
職
を
と
ど
む
る
こ
と
、
前

対
馬
守
藤
原
敦
輔
は
従
五
位
下
の
位
記
を
と
ど
む
る
こ
と
等
の
処
分
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
以
上
二
人
の
他
に
も
多
く
の
者
が
縁

（

M）
 

坐
し
て
処
分
を
う
け
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
処
分
の
決
定
を
承
け
て
、
五
月
二
八
日
に
は
、
伊
房
・
敦
輔
の
罪
過
の
残
り
に
対
す
る

（

t
M）
 

購
銅
官
符
に
請
印
が
な
さ
れ
、
こ
こ
で
事
件
は
ひ
と
ま
ず
終
結
し
て
い
る
。
藤
原
伊
一
房
一
に
関
し
て
は
、
こ
の
後
永
長
元
（
一

O
九
六
）

（

路

）

〈

M
U）

年
七
月
一
四
日
に
正
二
位
を
復
さ
れ
た
も
の
の
、
同
年
九
月
二
二
日
の
死
に
臨
ん
で
も
中
納
言
職
を
復
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ι
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以
上
が
契
丹
遣
使
事
件
の
顛
末
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
事
例
の
諸
史
料
に
お
い
て
も
、
先
述
の
⑮
の
事
例
と
同
様
、
渡
航
の
禁
令

に
触
れ
た
た
め
に
処
罰
さ
れ
た
と
は
ど
こ
に
も
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
『
中
右
記
』
寛
治
六
年
九
月
一
一
一
一
日
条
に
、

（

者

カ

）

「
契
丹
是
本
是
胡
国
也
、
有
武
勇
問
、
僧
明
範
多
以
兵
具
売
却
金
銀
条
己
講
此
令
欺
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
考
え
れ
ば
、
ま
ず
は
、
渡
海
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の
禁
制
で
は
な
く
、

兵
器
を
交
易
し
た
こ
と
、
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、

こ
こ
に
い
う
「
此
令
」
と
は
す
な
わ
ち
、

『
令
義
解
』
関
市
令
に
「
凡
弓
箭
兵
器
、
並
不
得
与
諸
蕃
市
易
、
其
東
辺
北
辺
、
不
得
置
鉄
冶
」
と
あ
る
規
定
の
前
半
部
分
を
さ
す
も

の
と
考
え
ら
れ
あ
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
の
＠
の
契
丹
遺
使
事
件
の
史
料
を
も
っ
て
、

一
般
日
本
人
の
海
外
渡
航
禁
止
令
が

存
在
し
た
こ
と
の
確
実
な
証
拠
と
す
る
森
氏
の
主
張
は
、
成
立
し
難
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
し
て
や
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
る
か
ぎ

り
で
は
、
そ
の
禁
令
の
制
定
時
期
を
延
喜
期
に
求
め
る
こ
と
な
ど
全
く
不
可
能
で
あ
る
。

以
上
、
森
氏
に
お
い
て
渡
海
の
禁
令
が
存
在
し
た
決
定
的
な
証
拠
と
さ
れ
る
④
・
＠
の
事
例
を
み
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
二
つ
の
事
例

か
ら
は
森
説
が
立
証
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
検
討
結
果
に
く
わ
え
て
、
私
と
し
て
は
、
さ
ら
に
森

説
の
論
理
の
体
系
自
体
に
大
き
な
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
二
つ
の
事
例
を
も
っ
て
厳
格
な
禁
令
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
、
森
氏
自
身
の
古
代
末
期
対
外
関
係
史
の
図
式
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。
森
氏
は
、
禁
制
が
厳
格
に
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
の
に
、
⑥
一

O
四
五
年
・
＠
一

O
九
二
年
と
い
う
時

期
の
史
料
を
使
用
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
森
氏
に
お
い
て
は
同
時
に
、

二
世
紀
は
延
喜
の
「
鎖
国
的
」
外
交
政
策
・
貿
易
統
制
策
が
ほ

ぽ
崩
壊
し
て
し
ま
う
時
期
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
特
に
一
一
世
紀
の
後
半
に
至
つ
て
は
、
日
本
商
船
が
海
外
〈
特
に
高
麗
）
べ
続

（
同
国
）

々
と
渡
航
し
は
じ
め
る
時
期
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
森
氏
自
身
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
指
摘
し
て
い
る
時
期
の
史
料

＠
・
＠
を
も
っ
て
、
当
時
厳
格
な
渡
海
の
禁
令
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
、

は
た
し
て
妥
当
な
論
証

と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
し
て
や
、
先
に
み
た
よ
う
に
史
料
的
根
拠
が
非
常
に
薄
弱
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
の
分
析
し

た
単
な
る
状
況
論
に
も
と
づ
い
て
禁
令
の
制
定
時
期
を
延
喜
期
と
推
定
し
、
そ
れ
を
た
だ
ち
に
一
五

0
1二
O
O年
後
の
事
例
④
・
＠

と
直
結
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
説
明
に
は
、
到
底
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
。



以
上
の
よ
う
に
、
従
来
森
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
き
た
＠

1
＠
の
事
例
か
ら
は
、
渡
海
の
禁
制
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
自
体
、
必

ず
し
も
証
明
さ
れ
え
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
禁
制
が
延
喜
期
に
お
い
て
「
鎖
国
的
」
方
針
に
も
と
＠
つ
い
て
制
定
さ
れ
た

と
い
う
論
点
に
至
っ
て
は
、
全
く
史
料
的
根
拠
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

『
小
右
記
』
に
み
え
る
漉
海
の
禁
制

古代における渡海禁制の再検討

そ
れ
で
は
、
渡
海
の
禁
と
い
う
よ
う
な
法
令
は
、

一
0
1
一
一
世
紀
ご
ろ
に
お
い
て
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ

ろ
う
か
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
従
来
よ
り
そ
の
存
在
は
気
づ
か
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
森
氏
が
主
張
す
る
渡
航
禁
令
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
『
小
右
記
』
の
記
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
日
本
古
記
録
本
の
寛
仁
三
ハ
一

O
一
九
〉
年
八
月
一
一
一
日
条
に

置
か
れ
て
い
る
、
「
言
上
対
馬
島
判
官
代
長
苓
諸
近
越
渡
高
麗
国
随
身
為
万
伊
賊
徒
被
虜
女
拾
人
帰
参
状
」
と
い
う
同
年
七
月
二
ニ
日

（

m）
 

付
の
大
宰
府
解
文
で
あ
る
。

同
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
の
万
伊
の
入
定
の
お
り
、
家
族
と
も
ど
も
万
伊
の
虜
と
な
っ
た
対
馬
判
官
代
長
考
諸
近
は
、
賊
の
隙

を
つ
い
て
単
身
脱
出
し
た
。
し
か
し
、

い
ま
だ
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
て
い
る
家
族
の
身
を
案
じ
、
賊
を
追
っ
て
ひ
そ
か
に
高
麗
固
に
渡

っ
た
。
そ
し
て
、
彼
の
地
で
家
族
の
安
否
を
確
認
し
た
後
帰
国
し
た
。
こ
の
解
文
は
、
諸
近
の
帰
国
の
報
に
接
し
た
大
宰
府
が
、
そ
の

事
の
子
細
を
中
央
政
府
に
言
上
し
た
も
の
で
あ
る
。
解
文
に
よ
れ
ば
、

①
万
伊
賊
よ
り
一
人
身
を
脱
し
た
諸
近
は
、
家
族
の
身
を
案
じ
、
万
伊
の
地
に
赴
く
こ
と
を
対
馬
島
司
に
申
請
し
よ
う
と
し
た
が
、
や

73 

は
り
「
渡
海
制
」
は
重
い
。
そ
こ
で
し
か
た
な
く
小
船
を
盗
み
取
り
、
高
麗
国
へ
渡
っ
た
。
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＠
高
麗
に
お
い
て
家
族
の
安
否
を
確
か
め
え
た
諸
近
は
、
帰
国
に
あ
た
り
、
本
朝
に
お
い
て
は

「
向
異
国
之
制
」
が
す
で
に
重
い
た

め
、
も
し
故
な
く
し
て
帰
国
す
れ
ば
「
公
謹
」
を
こ
う
む
る
こ
と
は
必
定
で
あ
り
、

ま
た
、

た
と
え
高
麗
よ
り
の
書
牒
を
持
参
し
た

と
し
て
も
、
何
か
他
に
確
証
と
な
る
も
の
が
な
け
れ
ば
信
用
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
刀
伊
に
囚
わ
れ
た
日
本
人

で
、
官
同
一
一
の
手
に
よ
っ
て
救
出
さ
れ
た
者
を
ゆ
ず
り
受
け
て
証
件
人
と
し
、

と
も
に
帰
国
し
よ
う
と
し
た
。

③
対
馬
島
に
帰
還
し
た
諸
近
は
、
島
司
の
も
と
に
出
頭
し
て
、
身
を
公
の
裁
定
に
委
ね
た
。
そ
こ
で
対
馬
島
司
は
、

〈
マ
マ
）

「
投
若
異
国
、
朝

制
己
重
、
何
況
近
日
其
制
弥
重
」

と
い
う
理
由
に
よ
り
、

諸
近
と
彼
が
連
れ
帰
っ
た
日
本
人
女
性
コ
一
人
の
身
柄
を
大
宰
府
に
進
め

た
④
こ
の
対
馬
島
司
の
処
置
を
承
け
て
、
大
宰
府
は
、

「
抑
諸
近
所
為
先
後
不
当
也
、
越
渡
異
域
、
禁
制
素
重
、
況
乎
賊
徒
来
侵
之
後
、

（
若
カ
）

誠
一
五
、
以
先
行
者
為
与
異
国
者
、
而
始
破
制
法
而
渡
海
、
無
書
牒
而
還
、
召
以
将
来
虜
者
優
而
無
坐
其
罪
、
恐
不
後
憲
、
愚
民
偏
思

法
緩
轍
渡
海
」
と
い
う
判
断
の
も
と
に
、
今
後
渡
海
を
企
て
る
者
た
ち
の
懲
と
す
る
た
め
に
諸
近
の
身
を
禁
候
し
た
。
そ
し
て
、
下

民
の
申
す
こ
と
で
あ
り
信
じ
難
い
け
れ
ど
も
、
境
外
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
の
で
黙
止
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
し
て
、
中
央
政

府
に
言
上
し
た
。

（
マ
マ
）

と
い
う
四
点
に
お
い
て
、
「
渡
海
制
」
・
「
向
異
国
之
制
」
・
「
投
若
異
国
」
の

「
朝
制
」
・
「
越
渡
異
域
」

の

「
禁
制
」
が
問
題
と
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
ら
を
み
る
と
、
当
時
渡
海
し
て
異
国
に
行
く
こ
と
に
対
し
て
は
確
か
に
禁
制
が
存
在
し
、

そ
の
制
は
「
税
制
」
・
「
制

法
」
と
さ
れ
て
お
り
、
違
犯
者
に
は
「
公
謹
」
が
加
え
ら
れ
る
規
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
森
氏
の
提
示
し
た
⑧
1
＠
の
史
料
を
も
っ
て
し
て
も
そ
の
存
在
の
確
実
な
証
明
が
で
き
な
か
っ
た
海
外
渡
航

の
禁
制
が
、

一
一
世
紀
前
半
に
お
い
て
確
実
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
禁
制
は
、
森
氏
が
主
張
す
る
よ
う
な
延



喜
の
「
鎖
国
」
政
策
の
一
環
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
以
外
の
あ
る
時
期
に
お
い
て
制
定
さ
れ

た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
禁
制
の
制
定
時
期
に
関
し
て
、
件
の
解
文
は
何
も
語
っ
て
は
く
れ
な
い
。
た
だ
、
そ

の
禁
制
は
「
巳
に
重
し
」
・
「
素
よ
り
重
し
」
と
し
て
、
寛
仁
三
年
以
前
に
す
で
に
そ
れ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
語
る
の
み
で
あ
る
。

管
見
の
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
『
小
右
記
』
に
み
え
る
渡
海
禁
制
の
制
定
時
期
に
関
し
て
は
、
坂
本
賞
三
氏
が
、
一
般
向
け
の
概
説
書

（
却
）

中
に
お
い
て
わ
ず
か
に
触
れ
る
の
み
で
あ
る
。
坂
本
氏
は
、
「
い
つ
ご
ろ
制
定
さ
れ
た
も
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

一
O
世
紀
末
に

古代における渡海禁制の再検討

は
わ
が
国
の
人
々
が
政
府
の
許
可
な
く
海
外
に
渡
航
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
令
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
し
め
す
事
例
が
み
ら
れ

る
」
と
し
、
ま
ず
、
承
和
一
四
（
八
四
七
）
年
唐
か
ら
帰
国
の
途
に
つ
こ
う
と
し
た
円
仁
が
日
本
人
神
御
井
ら
の
便
乗
す
る
船
に
乗
り

（幻〉

遅
れ
た
と
い
う
事
例
を
示
し
、
九
世
紀
に
は
日
本
商
人
も
海
外
に
渡
航
し
て
い
た
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
つ
ぎ
に
「
と
こ
ろ
が
」
と
し

て
、
さ
き
の
『
小
右
記
』
に
み
え
る
渡
海
の
禁
制
の
事
例
を
提
示
す
る
。

つ
ま
り
坂
本
氏
は
、

八
四
七
年
か
ら
一

O
一
九
年
の
聞
の
あ

る
時
期
、

お
そ
ら
く
は
一

O
世
紀
ご
ろ
に
、
日
本
人
の
海
外
渡
航
を
禁
止
す
る
法
令
が
制
定
さ
れ
た
と
考
え
て
お
り
、
結
果
的
に
は
森

説
に
非
常
に
近
い
理
解
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
坂
本
氏
の
理
解
は
、
承
和
一
四
年
の
事
例
の
解
釈
に
お
い
て
一
つ
の
大
き
な
誤
り
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
氏

は
、
こ
こ
に
み
え
る
神
御
井
と
い
う
人
物
を
、
当
時
日
唐
間
の
貿
易
に
活
躍
し
た
民
間
商
人
の
一
人
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ

し
て
民
間
商
人
が
渡
唐
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
当
時
一
般
の
人
々
の
海
外
渡
航
を
禁
止
す
る
よ
う
な
法
令
も
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
と
推
測
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
神
御
井
と
い
う
人
物
は
、
単
な
る
民
間
商
人
で
は
な
く
、
本
名
を
大
神
宿
称
巳
井

75 

と
い
い
、
在
唐
す
る
円
仁
へ
の
物
資
輸
送
の
管
理
官
と
い
う
役
目
を
帯
び
て
、
政
府
か
ら
唐
へ
遣
わ
さ
れ
た
者
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

（

m必
）

る
。
ち
な
み
に
、
彼
は
こ
の
後
も
、
唐
に
お
い
て
香
薬
を
購
入
す
る
た
め
の
使
と
し
て
、
朝
廷
よ
り
派
遣
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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こ
の
時
は
、
伊
予
権
嫁
正
六
位
上
の
官
位
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
神
御
井
が
政
府
よ
り
派
遣
さ
れ
た
公
的
な
使
人
で
あ
る
の
な
ら

ば
、
も
し
当
時
す
で
に
一
般
人
の
海
外
渡
航
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
は
そ
の
制
法
に
か
か
わ
ら
ず
渡
海
で
き
た
は
ず
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
坂
本
氏
の
よ
う
に
、
こ
の
神
御
井
の
事
例
を
も
っ
て
、
当
時
渡
航
の
禁
制
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
く
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
、

八
四
七
年
か
ら
一

O
一
九
年
の
聞
に
お
い
て
政
府
の
対
外
政
策
が
転
換
さ
れ
た
結
果
、
渡
海
の

禁
令
が
制
定
さ
れ
た
と
い
う
坂
本
氏
の
図
式
自
体
、
そ
の
根
本
的
な
拠
り
ど
こ
ろ
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
結
局
、
坂
本
氏
の
考

え
方
を
も
っ
て
し
て
も
、

『
小
右
記
』

に
み
え
る
渡
海
の
禁
制
が
一

O
世
紀
に
制
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

な
お
、
管
見
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
も
、
『
日
本
紀
略
』
・
『
扶
桑
略
記
』
等
の
編
年
体
史
書
、
『
延
喜
式
』
・
『
類
褒
コ
一
代
格
』
・
『
政
事
要

略
』
・
『
類
粟
符
宣
抄
』
等
の
法
令
集
、
『
三
代
御
記
逸
文
集
成
』
・
『
貞
信
公
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
古
記
録
類
、

（
む
ろ
ん
現
存
史
料
と
い
う
限
界
は
あ
る
が
）
、

お
よ
び
『
平
安
遺
文
』
・

『
大
日
本
史
料
』
等
の
編
纂
史
料
類
に
お
い
て

一
0
1
一
一
世
紀
ご
ろ
に
お
け
る
渡

航
替
市
令
の
制
定
を
、
直
接
的
・
間
接
的
に
立
証
す
る
よ
う
な
史
料
は
全
く
み
え
な
い
。
ま
た
、
渡
航
禁
令
の
条
文
の
一
部
と
思
わ
れ
る

よ
う
な
史
料
も
発
見
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
王
朝
期
の
法
令
に
お
い
て
も
、
や
は
り
そ
の
母
体
と
な
っ
て
い
る
、
養
老
律
令
の
骨
や
酔

分
を
み
て
も
、
渡
海
の
禁
制
の
根
拠
と
な
る
よ
う
な
条
文
は
み
あ
た
ら
な
い
。

と
す
れ
ば
、
『
小
右
記
』
に
み
え
る
「
渡
海
制
」
と
は
、

一
体
ど
の
よ
う
な
法
的
根
拠
に
も
と
づ
く
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
唐
律
疏
議
』
越
度
縁
辺
関
塞
条
と
渡
海
の
禁
制

そ
こ
で
さ
ら
に
視
点
を
か
え
て
、
日
本
律
の
母
法
で
あ
り
、
養
老
律
の
散
供
部
分
を
補
う
際
に
主
要
な
手
が
か
り
と
な
る
『
唐
律
疏



議
』
を
み
て
み
よ
う
。
す
る
と
そ
こ
に
、
日
本
に
お
け
る
渡
海
の
禁
制
の
実
体
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
非
常
に
興
味
深
い
一
条
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
衛
禁
律
中
の
越
度
縁
辺
関
塞
条
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
国
境
関
係
の
諸
規
定
を
含
む
以
下
の
よ

（

M
）
 

う
な
条
文
で
あ
る
。

諸
越
度
縁
辺
関
塞
者
、
徒
二
年
、
共
化
外
人
私
相
交
易
、
若
取
与
者
、

一
尺
、
徒
二
年
半
、
ゴ
一
疋
、
加
一
等
、
十
五
疋
、
加
役
流

古代における渡海禁制の再検討

所
議
日
、
縁
辺
関
塞
、
以
隔
華
夷
、
其
有
越
度
此
関
塞
者
、
得
徒
二
年
（
略
）
但
以
縁
辺
関
塞
、
越
罪
故
重
（
略
）
若
共
化
外
蕃
人
私
相
交
易
、
謂
市
買
博
易
、

或
取
蕃
人
之
物
、
及
将
物
与
蕃
人
、
計
臓
一
尺
、
徒
二
年
半
、
＝
一
疋
、
加
一
等
、
十
五
疋
、
加
役
流

私
与
禁
兵
器
者
絞
、
共
為
婚
姻
者
、
流
二
千
里
、
未
入
未
成
者
、
各
減
三
等
、
即
因
使
私
有
交
易
者
、
準
盗
論

疏
議
目
、
越
度
縁
辺
関
塞
、
将
禁
兵
器
、
私
与
化
外
人
者
絞
、
共
為
婚
姻
者
、
流
二
千
里
、
其
化
外
人
、
越
度
入
境
、
与
化
内
交
易
、
得
罪
、
並
与
化
内
人
越
度

交
易
同
、
の
奏
聴
勅
、
出
入
国
境
、
非
公
使
者
不
合
、
故
但
云
越
度
、
不
言
私
度
、
若
私
度
交
易
、
得
罪
皆
同
（
略
）
因
使
者
、
謂
因
公
使
入
審
、
蕃
人
図
使
入

国
、
私
有
交
易
者
、
謂
市
買
博
易
、
各
計
臓
準
盗
論
、
罪
止
流
三
千
監
（
同
町
）
又
準
主
客
式
、
蕃
客
入
朝
、
於
在
路
不
得
与
客
交
雑
、
亦
不
得
令
客
与
人
言
語
、

州
県
官
人
、
若
無
事
、
亦
不
得
与
客
相
見
、
即
是
国
内
宮
人
百
姓
、
不
得
与
客
交
関
（
略
）

仁
井
田
陸
氏
は
、
唐
衛
禁
律
中
の
こ
の
条
文
が
現
存
す
る
養
老
衛
林
一
京
律
写
本
中
に
み
ら
れ
な
い
の
は
、

「
日
本
関
市
令
に
『
凡
官
司

未
交
易
之
前
、

不
得
私
共
諸
蕃
交
易
』
と
規
定
し
、
犯
す
も
の
あ
れ
ば
、
違
令
の
罪
に
問
う
趣
旨
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
し

〈お）

て
、
そ
の
条
文
自
体
が
本
来
日
本
律
中
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
滝
川
政
次
郎
氏
は
、

ま
ず
、

現
存
す
る
養
老
衛
禁
律
の
写
本
が
広
橋
本
と
よ
ば
れ
る
た
だ
一
本
で
あ
る
点
か
ら
し

て
、
こ
の
写
本
が
元
来
養
老
律
に
存
在
し
た
条
文
を
転
写
の
間
に
脱
落
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。

つ
い
で

氏
は
、
唐
律
越
度
縁
辺
関
塞
条
は
、

ω縁
辺
（
国
境
）

の
関
所
を
越
度
す
る
罪
、

ω官
許
を
得
な
い
私
貿
易
を
行
な
う
罪
、
制
禁
兵
器

77 

を
輸
出
す
る
罪
、

ω化
外
の
民
（
呉
邦
人
〉
と
婚
姻
を
結
ぶ
罪
、
同
「
間
・
凶
」
の
未
遂
罪
、
附
遣
外
使
節
の
私
貿
易
を
行
な
う
罪
と
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い
う
六
つ
の
罪
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
未
遂
罪
の
規
定
で
あ
る
間
を
の
ぞ
い
て
、

ω
1凶
・
附
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
に
つ
い

（お）

て
、
養
老
律
中
に
相
当
条
文
が
置
か
れ
て
い
た
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。
以
下
に
そ
の
検
討
結
果
を
要
約
し
て
み
よ
う
。

ω
「
諸
越
度
縁
辺
関
塞
者
、
徒
二
年
」

日
本
に
お
い
て
唐
の
縁
辺
の
関
塞
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
摂
津
・
長
門
の
二
津
で
あ
る
。
し
か
し
、
奈
良
時

代
に
お
い
て
は
航
海
技
術
が
幼
稚
で
あ
っ
た
の
で
、
日
本
人
で
海
外
密
航
を
企
て
る
者
は
お
そ
ら
く
皆
無
で
あ
り
、
こ
の
部
分
は
日

本
律
中
に
置
く
必
要
が
な
か
っ
た
と
す
る
。

ω
「
共
化
外
人
私
相
交
易
、
若
取
与
者
、

一
尺
、
徒
二
年
半
、
一
ニ
疋
、
加
一
等
、

一
五
疋
、
加
役
流
」

養
老
関
市
令
に
は
「
凡
官
司
未
交
易
之
前
、
不
得
私
共
諸
蕃
交
易
、
為
入
札
獲
者
、
二
分
其
物
、

一
分
賞
札
人
、

一
分
没
官
、
若
官

司
於
其
所
部
捉
獲
者
、
皆
没
官
」
と
い
う
規
定
が
存
在
す
る
。

ま
た
、

『
類
緊
コ
一
代
格
』
巻
一
九
・
禁
制
事
に
は
、
「
応
禁
遁
諸
使

越
関
私
買
唐
物
事
」
と
い
う
延
喜
一
二
（
九

O
一
二
〉
年
八
月
一
日
付
の
太
政
官
符
が
あ
り
、
こ
の
中
に
「
律
日
、
官
司
未
交
易
之
前
、

私
共
蕃
人
交
易
者
、
准
盗
論
、
罪
止
徒
一
二
年
」
と
い
う
律
の
逸
文
が
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
逸
文
こ
そ
が
前
者
関
市
令
の
規
定

に
対
応
す
る
養
老
衛
禁
律
の
律
条
で
あ
り
、
唐
律
越
度
縁
辺
関
塞
条
の
こ
の
部
分
に
相
当
す
る
条
文
で
あ
る
と
す
る
。

同
「
私
与
禁
兵
器
者
絞
」

日
本
の
優
秀
な
脅
が
蝦
夷
や
新
羅
の
手
に
わ
た
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
日
本
律
中
に
も
存
在
し
た
と
す
る
。
ま
た
、
養
老
関

市
令
の
「
凡
禁
物
、
不
得
将
出
境
、
若
蕃
客
入
朝
、
別
勅
賜
者
、
聴
将
出
境
」
と
い
う
規
定
に
対
応
す
る
律
条
と
し
て
も
当
然
存
在

し
た
と
す
る
。

凶
「
共
為
婚
姻
者
、
流
二
千
里
」



こ
の
部
分
の
存
否
に
つ
い
て
は
、
判
断
し
か
ね
る
と
す
る
。

制
「
因
使
私
有
交
易
者
、
準
盗
論
」

養
老
関
市
令
の
「
凡
蕃
客
初
入
関
目
、
所
有
一
一
物
以
上
、
関
司
共
当
客
官
人
、
具
録
申
所
司
、

入
一
関
以
後
、
更
不
須
検
、
若
無

古代における渡海禁制の再検討

関
処
、
初
経
国
司
亦
准
此
」
と
い
う
規
定
や
、
『
延
喜
式
』
巻
一
二
・
玄
蕃
寮
式
の
「
凡
諸
蕃
使
人
、
将
国
信
物
応
入
京
者
ハ
略
〉

其
在
路
不
得
与
客
交
雑
、
亦
不
得
令
客
与
人
言
語
、
所
経
国
郡
官
人
、
若
無
事
亦
不
須
与
客
相
見
（
略
ど
と
い
う
規
定
は
、
外
国

使
節
一
行
が
入
京
の
途
次
、
そ
の
所
持
品
を
も
っ
て
人
民
と
突
易
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
来

朝
使
節
の
私
貿
易
の
全
面
禁
止
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
国
際
信
義
上
、
逆
に
日
本
よ
り
の
使
節
に
対
し
て
も
そ
の
私
貿
易
を
禁
ず
る

法
令
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
唐
律
の
こ
の
部
分
も
ま
た
日
本
律
に
存
在
し
た
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
滝
川
氏
は
、

ωに
関
し
て
は
そ
の
存
在
を
否
定
し
、

ωに
関
し
て
は
存
否
の
判
断
を
保
留
す
る
が
、

ω・
ω・
刷
に
つ

い
て
は
、
字
句
の
改
修
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
本
来
日
本
律
中
に
も
存
在
し
て
い
た
と
す
る
。

以
上
、
『
唐
律
疏
議
』
の
越
度
縁
辺
関
塞
条
に
関
し
て
は
、
そ
の
対
応
条
文
が
日
本
律
中
に
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
る
仁
井
田
説
と
、

一
部
削
除
は
さ
れ
た
も
の
の
、
残
り
の
部
分
は
存
在
し
た
と
す
る
滝
川
説
が
対
立
し
て
い
る
。
ま
ず
仁
井
田
説
で
あ
る
が
、
国
情
の
違

い
は
あ
る
に
せ
よ
、
唐
律
に
お
い
て
徒
・
流
・
絞
な
ど
の
刑
が
課
せ
ら
れ
る
程
重
大
な
諸
罪
が
、
日
本
律
に
お
い
て
は
違
令
（
養
老
雑

律
違
令
条
逸
文
に
よ
れ
ば
「
答
五
十
」
）
と
い
う
か
な
り
軽
い
罪
に
置
き
か
え
ら
れ
た
と
は
考
え
難
く
、
氏
の
所
説
を
支
持
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
仁
井
田
氏
は
、
越
度
縁
辺
関
塞
条
が
国
境
関
係
の
重
要
規
定
で
あ
る
と
い
う
点
を
看
過
し
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

つ
い
で
滝
川
説
に
関
し
て
は
、
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
よ
う
に

ωの
部
分
の
存
在
を
否
定
す
る
点
に
は
従
い
難
い
が
、
そ

79 

の
他
の
部
分
に
関
し
て
は
お
お
む
ね
そ
の
所
説
を
認
め
得
る
。
よ
っ
て
、
私
は
滝
川
氏
の
存
在
説
を
支
持
し
た
い
。
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さ
て
、
私
は
こ
の
よ
う
に
滝
川
氏
の
存
在
説
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
氏
が
、
公
使
に
あ
ら
ず
し
て
国
境
を
越
え
た
罪
を
規

定
す
る
「
諸
越
度
縁
辺
関
塞
者
、
徒
二
年
」
と
い
う
部
分
は
削
除
さ
れ
た
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
大
い
に
疑
問
を
感
じ
る
。
そ
こ

で
、
以
下
そ
の
理
由
を
述
べ
つ
つ
、
氏
の
所
説
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
滝
川
氏
が
こ
の
部
分
の
存
在
を
否
定
す
る
根
拠
は
、
奈
良
時
代
に
お
い
て
は
航
海
技
術
が
幼
稚
で
、
渡
海
を
企
て
る
者
さ
え

い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
に
あ
る
。
確
か
に
、
航
海
技
術
の
レ
ベ
ル
の
面
か
ら
い
え
ば
、
奈
良
時
代
の
そ
れ
は
、
そ
の
後
の
時

代
と
く
ら
べ
る
と
低
い
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
渡
海
行
為
自
体
が
技
術
的
に
不
可
能

日
本
人
で
渡
航
を
企
て
る
者
も
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
は
お
か
し
い
。
考
古
学
的
に
み
て
も
、
海
外
諸
地
域
と
の
交
流

〈幻〉

は
、
朝
鮮
半
島
を
主
と
し
て
、
律
令
制
定
以
前
の
は
る
か
な
昔
よ
り
確
実
に
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
文
献
上
に
お
い
て
も
、
夙
に
『
漢

書
』
地
理
士
山
・
『
後
漢
書
』
東
夷
伝
・
ヨ
一
一
国
士
山
』
親
書
東
夷
伝
倭
人
条
等
に
お
い
て
、
倭
人
の
大
陸
へ
の
朝
貢
往
来
が
知
ら
れ
る
の
で

で
あ
り
、

あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
す
れ
ば
、
律
令
制
定
以
前
の
日
本
に
お
い
て
も
、
技
術
の
低
さ
を
克
服
し
て
海
外
へ
の
渡
航
が
行
な
わ
れ

て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
滝
川
氏
の
よ
う
に
、
律
令
が
制
定
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
海
外
渡
航
の
技
術
自
体
が
存
在
し
な
か
っ

た
と
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、

「
諸
越
度
縁
辺
関
塞
者
、
徒
二
年
」
に
相
当
す
る
条
文
も
当
然
必
要
と
さ
れ
、
本
来
律

に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
国
境
の
出
入
に
関
す
る
規
定
は
、
そ
こ
を
越
え
る
技
術
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
、
統
治
領
域
を
固
定
し
た
り
、
支
配
地
域
内
の
治
安
維
持
を
図
っ
た
り
す
る
意
味
で
、
あ
ら
か
じ
め
法
制
化
さ
れ
る
べ

き
性
格
の
規
定
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
律
令
制
の
確
立
が
、
当
時
の
唐
・
新
羅
・
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
的
緊

張
関
係
を
背
景
と
し
て
、
日
本
の
支
配
層
、
が
抱
い
た
危
機
意
識
と
そ
れ
に
由
来
す
る
中
央
集
権
化
の
切
実
性
の
中
で
な
さ
れ
た
と
い
う

（お）

点
を
考
え
れ
ば
、
国
境
の
出
入
に
関
す
る
規
定
は
、
軍
事
的
・
警
察
的
見
地
よ
り
、
律
制
定
の
時
点
で
必
ず
法
制
化
さ
れ
る
べ
き
規
定



で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
理
由
を
示
そ
う
。
『
唐
律
疏
議
』

越
度
縁
辺
関
寒
条
の
直
後
に
、
縁
辺
城
成
条
と
よ
ば
れ
る
以
下
の
よ
う
な

に
お
い
て
は
、

条
文
が
置
か
れ
て
い
る
。

諸
縁
辺
城
成
、
有
外
姦
内
入
、
謂
非
衆
成
師
旅
者
、
内
姦
外
出
、
而
候
望
者
不
覚
、
徒
一
年
半
、
主
司
、
徒
一
年
、
謂
内
外
姦
人
出
入
之

路
、
関
於
侯
望
者

古代における渡海禁制の再検討

統
議
日
、
国
境
縁
辺
、
皆
有
城
成
、
式
渇
渚
盗
、
預
備
不
虞
、
其
有
外
姦
内
入
、
謂
蕃
入
為
姦
、
或
行
間
諜
之
類
（
略
）
有
内
姦
外
出
者
、
謂
国
内
人
為
姦
、
出

向
化
外
、
或
荒
海
之
畔
、
胸
間
険
之
中
、
候
望
之
人
、
不
覚
有
姦
入
出
、
合
徒
一
年
半
、
雄
非
候
望
者
、
但
是
城
成
主
司
不
覚
、
得
徒
一
年
（
略
）

其
有
姦
人
入
出
、
力
所
不
敵
者
、
伝
告
比
近
城
成
、
若
不
速
告
、
及
告
而
稽
留
不
即
共
捕
、
致
失
姦
窟
者
、
罪
亦
如
之

（琉議略）

こ
の
規
定
は
、
国
境
警
備
に
た
ず
さ
わ
る
官
吏
が
、
そ
の
任
務
を
怠
っ
て
姦
人
を
出
入
さ
せ
た
場
合
の
処
罰
規
定
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
条
は
、
国
境
を
妄
り
に
出
入
し
た
当
事
者
に
対
す
る
処
罰
規
定
を
含
む
直
前
の
越
度
縁
辺
関
塞
条
と
、
互
い
に
密
接
不
可
分
の
関

係
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
養
老
衛
禁
律
の
現
存
部
分
を
み
る
と
、
唐
律
の
縁
辺
城
成
条
に
対
応
す
る
条
文
が
、

凡
縁
辺
之
城
成
、
有
外
姦
内
入
、
謂
衆
不
満
百
人
者
、
内
姦
外
出
、
而
候
望
者
不
覚
、
徒
一
年
半
、
主
司
、
徒
一
年
、
謂
出
入
之
路
、
関

於
候
望
者

国
境
縁
辺
、
皆
有
城
成
、
式
遁
窓
盗
、
備
預
不
虞
、
其
有
外
姦
内
入
、
謂
蕃
人
為
姦
、
或
作
間
諜
之
類
（
略
〉
内
姦
外
出
者
、
謂
園
内
人
為
姦
、
而
出
向
化
外
、

或
荒
海
之
畔
、
幽
険
之
中
、
候
望
人
、
不
覚
有
姦
入
品
、
合
徒
一
年
半
、
雄
非
侯
望
者
、
但
是
城
成
主
司
不
覚
、
得
徒
一
年
（
略
）

其
有
姦
入
出
、
力
所
不
敵
者
、
伝
告
比
近
城
成
田
郡
、
若
不
速
告
、
及
品
中
口
而
稽
留
不
即
共
捕
、
致
失
姦
冠
者
、
罪
亦
如
之
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と
い
う
よ
う
に
、
唐
律
と
ほ
ぼ
同
一
の
条
文
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
日
唐
の
律
の
構
成
を
対
比
し
て
み
た
場
合
、
唐
律

に
お
い
て
国
境
関
係
規
定
と
し
て
密
接
不
可
分
な
関
係
を
有
す
る
二
つ
の
条
文
の
う
ち
、
日
本
律
に
お
い
て
は
、
国
境
警
備
に
た
ず
さ

わ
る
官
吏
の
職
責
怠
慢
に
対
す
る
処
罰
規
定
の
み
が
と
り
入
れ
ら
れ
、
妄
り
に
国
境
を
越
え
た
当
事
者
に
対
す
る
処
罰
規
定
は
削
除
さ

れ
た
と
は
考
え
難
い
。
や
は
り
、
養
老
律
縁
辺
城
成
条
の
直
前
に
は
、
唐
律
の
「
諸
越
度
縁
辺
関
塞
者
、
徒
二
年
」
に
対
応
す
る
部
分

も
含
め
た
律
条
が
存
在
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
養
老
律
縁
辺
城
成
条
の
疏
文
中
に
、
「
内
姦
外
出
者
、

謂
国
内

人
為
姦
、
而
出
向
化
外
」
と
あ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
国
内
の
人
が
姦
を
為
し
て
化
外
に
出
て
行
く
場
合
が
想
定
さ
れ
て
い
る

か
ら
に
は
、
滝
川
氏
の
よ
う
に
、
律
の
制
定
時
点
に
お
い
て
為
政
者
が
「
諸
越
度
縁
辺
関
塞
者
、
徒
二
年
」
に
相
当
す
る
条
文
を
置
く

必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
と
す
る
の
は
、
誤
ま
り
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
私
は
、

日
本
律
中
に
お
い
て
も
、

「
諸
越
度
縁
辺
関
塞
者
、
徒
二
年
」

に
相
当
す
る
条
文
が
存
在
し
た

も
の
と
考
え
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
滝
川
氏
の
よ
う
に
、
唐
律
の
「
縁
辺
関
塞
」
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
摂
津
・
長
門
の
関
津

を
考
え
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
唐
律
越
度
縁
辺
関
塞
条
の
「
縁
辺
関
塞
、
以
隔
華
夷
」
と
い
う
疏
議
よ
り
す
れ
ば
、

「
縁
辺
関
塞
」
と
は
夷
と
境
を
接
す
る
地
域
に
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
唐
律
縁
辺
城
成
条
お
よ
び
養
老
律
縁
辺
誠

成
条
の
「
縁
辺
（
之
）
滅
成
」
と
は
、

「
国
境
縁
辺
、
皆
有
城
成
」
と
い
う
疏
議
・
疏
文
よ
り
し
て
、

と
も
に
異
族
と
境
を
接
す
る
国

境
地
域
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
条
文
に
お
け
る
「
縁
辺
」
の
意
味
よ
り
考
え
て
、
日
本
に
お
け
る
「
縁
辺
関
塞
」
も
ま

た
、
蕃
夷
と
直
接
境
を
接
す
る
地
域
に
存
在
す
る
も
の
を
指
す
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
滝
川
氏
が
主
張
す
る
摂
津
・
長
門
の

二
津
は
、
地
理
的
に
み
て
不
適
当
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
た
と
え
ば
、
壱
岐
・
対
馬
の
国
庁
や
防
人
関
係
の
施
設
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る

と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。



す
な
わ
ち
私
の
結
論
と
し
て
は
、
こ
の
『
唐
律
疏
議
』
越
度
縁
辺
関
塞
条
の
「
諸
越
度
縁
辺
関
塞
者
、
徒
二
年
」
と
い
う
部
分
に
相

当
す
る
条
文
を
含
む
養
老
律
逸
条
こ
そ
が
、
『
小
右
記
』
に
み
え
る
「
渡
海
制
」
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
推
測
す
れ
ば
、

『
小
右
記
』
の
件
の
大
宰
府
解
文
中
に
、
「
越
渡
高
麗
国
」
・
「
越
渡
異
域
、
禁
制
素
重
」
と
い
う
表
記
が
み
ら
れ
る
こ
と
や
、
四
方
を

海
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
い
う
日
本
の
地
理
的
条
件
な
ど
か
ら
考
え
て
、
あ
る
い
は
、
唐
律
の
「
諸
越
度
縁
辺
関
塞
者
、
徒
二
年
」
と
い

う
条
文
が
、
日
本
律
中
に
お
い
て
は
「
凡
越
渡
異
域
者
、
徒

O
年
」
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
に
改
修
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
の
で

古代における渡海禁制の再検討

は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
渡
海
の
禁
制
の
制
定
記
事
が
、
先
述
の
よ
う
に
寛
平
・
延
喜
以
降
の
史
料
に
全
く
み
え
な
い
ば
か
り
か
、
さ

（
却
）

ら
に
は
『
続
日
本
紀
』
以
下
の
五
国
史
に
さ
え
ハ
何
度
か
の
対
新
羅
関
係
が
非
常
に
緊
張
し
た
時
期
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
み

え
な
い
事
実
は
、
そ
の
制
法
が
す
で
に
律
の
中
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
消
極
的
で
は
あ
る
が
示
唆
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
禁
制
が
存
在
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
常
に
厳
格
に
実
施
さ
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

た
と
え

ば
、
『
小
右
記
』
長
徳
三
（
九
九
七
〉
年
九
月
一
一
一
一
日
条
に
は
、
高
麗
よ
り
牒
状
を
も
た
ら
し
た
「
大
宰
人
」
・
「
日
本
国
人
」

の
こ
と

が
み
え
る
。
ま
た
、
承
暦
四
（
一

O
八

O
〉
年
に
は
、
日
本
商
人
の
手
に
よ
っ
て
、
高
麗
よ
り
日
本
医
師
派
遣
を
要
請
す
る
牒
状
が
も

（

初

）

（

担

）

た
ら
さ
れ
、
こ
の
こ
と
を
言
上
し
た
大
宰
府
解
文
に
は
「
商
人
往
反
高
麗
圏
、
古
今
例
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
と
、

先
述
の
『
小
右
記
』
の
寛
仁
三
年
七
月
一
一
一
一
日
付
の
大
宰
府
解
文
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
す
く
な
く
と
も
一

o
i一
一
世
紀
ご
ろ
に

お
い
て
は
、
渡
海
の
禁
制
は
、
実
際
に
は
、
万
伊
の
入
冠
な
ど
の
極
度
の
対
外
的
緊
張
状
態
が
勃
発
し
た
場
合
に
お
い
て
の
み
官
人
層

に
強
く
意
識
さ
れ
る
、
と
い
う
程
度
の
規
制
力
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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お

わ

り

以
上
、
古
代
に
お
け
る
海
外
渡
航
禁
止
令
の
実
体
に
つ
い
て
検
討
を
行
な
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
ま
ず
、
そ
の
制
度
が
延
喜
期
に

お
け
る
「
鎖
国
」
政
策
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
森
克
己
氏
の
通
説
は
、
氏
自
身
が
提
示
し
た
史
料
を
も
っ
て
し
て
も
成
立
し
え
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

つ
い
で
、
従
来
看
過
さ
れ
て
き
た
諸
史
料
に
よ
り
そ
の
制
度
の
実
体
を
検
討
し
た
結
果
、
唐
衛
禁
律
・
越
度

縁
辺
関
塞
条
の
相
当
条
文
と
し
て
そ
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
養
老
律
の
逸
条
こ
そ
が
、
後
世
に
お
い
て
「
渡
海
制
」
と
よ
ば
れ
る
も
の

の
実
体
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
結
論
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
九
世
紀
末
に
お
け
る
遣
唐
使
の
停
止
を
ま
さ
に
エ
ポ
ッ
グ
メ
イ
キ
ン
グ
な
事
件
と
理

解
し
、
そ
れ
以
後
の
一
連
の
対
外
政
策
を
「
鎖
国
的
」
・
「
退
嬰
的
」
な
も
の
と
し
て
、
そ
の
消
極
的
側
面
の
み
を
強
調
す
る
現
在
の
一

O
世
紀
の
対
外
関
係
史
像
は
、
あ
ら
た
め
て
見
直
し
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

史
料
的
制
約
が
大
き
く
、
推
論
に
推
論
を
重
ね
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
小
稿
が
そ
の
よ
う
な
再
検
討
に
あ
た
っ
て
の
何
ら

か
の
手
が
か
り
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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』
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頁
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「
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換
期
十
世
紀
の
対
外
交
渉
」
（
『
続
日
宋
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易
の
研
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』
・
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書
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一
九
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五
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日
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通
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『
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化
の
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せ
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の
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暗
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森
克
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こ
の
事
件
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す
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し
て
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川
政
次
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「
日
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貿
易
事
件
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（
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書
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遼
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「
日
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交
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（
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朝
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の

研
究
』
・
創
文
社
・
一
九
七
九
〉
等
が
あ
る
が
、
森
克
己
氏
の
よ
う
に
渡
海
の
禁
令
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
も
の
は
な
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。

『
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動
的
貿
易
の
展
開
」
お
よ
び
第
三
編
「
我
が
能
動
的
貿
易
の
展
開
」
。

こ
の
解
文
中
の
渡
海
の
禁
制
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
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、
後
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本
文
中
で
検
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す
る
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本
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光
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史
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一
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一

五
八
頁
等
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
禁
制
の
制
定
時
期
等
に
関
し
て
は
説
明
し
て
い
な
い
。
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疏
議
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元
二
五
年
律
疏
で
あ
る
と
し
て
も
、
当
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れ
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可
能
性
は
十
分
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あ
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。
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